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保健衛生課保健衛生課保健衛生課保健衛生課    

 

平成２１年１０月の統合により、衛生課２係（食品衛生係、生活衛生係）に加え健康対策課感染

症係が新たに編成され３係体制となり、名称も“保健衛生課”に変更された。 

保健衛生課は、公衆衛生の向上のため、食品衛生業務、獣疫業務、環境衛生関係営業業務、水道

業務、結核・感染症予防業務を行っている。 

 

 ＜食品衛生係＞ 

  食品衛生法、福岡県食品衛生法施行条例、福岡県食品取扱条例及び福岡県ふぐ取扱条例に基づ

き、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、食品の安全性の確保を図るために、次の事業

を行っている。 

  また、平成２１年１０月から当所に食品衛生広域専門監視班が設置され、南筑後保健福祉環境

事務所と北筑後保健福祉環境事務所管内にある特定業種及び流通拠点等（別表）の監視指導等を

行っている。 

 

１ 営業許可 

食品衛生法に基づく３４業種及び福岡県食品取扱条例に基づく５業種の許可を要する３９

業種について、申請前の事前指導と申請後の現地調査を実施し、施設基準に適合した施設には

許可を与えている。 

 

２ 監視指導 

年間監視指導計画に基づき、食品営業関係施設や学校、病院等の集団給食施設の監視、指導

及び食品等の収去検査を行っている。    

 

３ 自主管理体制の強化と衛生教育 

営業者に対し、施設及び食品の取扱い等に関する衛生的な管理運営体制の構築と食品衛生知

識の普及を図るために食品衛生協会の協力のもと食中毒予防講習会（６回）や食品衛生責任者

養成講習会（２回）を開催し、営業者の自主衛生管理体制の整備・強化に努めている。 

また、食品営業及び集団給食施設関係者並びに食生活改善推進会等の一般消費者を対象に衛

生講習会を実施している。 

 

 

（１）食品衛生監視員活動状況             

 平成２３年度 平成２４年度 

 監 視 員 数 一般食品監視員４名 広域専門監視班３班６名 一般食品監視員４名 広域専門監視班３班６名 

 監視対象施設 ９，９８１ １，０３５ ９，９３８ １，０６０ 

 監視実施延件数 ４，５９３ ２，０７５ ４，１７６ １，９１４ 

 平均監視数(件/人(班)・月） ９５．７ ５７．６ ８７．０ ５３．２ 

処 

分 

件 

数 

  営業停止 １  ２  

  告  発 ０  ０  

  物品廃棄 ０  ０  

論説その他（始末書） ０  ０  
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（２）営業施設数 

ア 食品衛生法に基づくもの                （平成２５年３月３１日現在） 

業    種 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 大木町 広川町 特殊※ 合計 

飲 一   般 181 224 115 87 72 16 50 0 745 

食 仕出・弁当 58 103 24 26 36 8 19 0 274 

店 旅   館 14 27 10 2 6 0 1 0 60 

 そ の 他 322  371 229 230 116 55 59 133 1515 

菓 子 製 造 業 75 185 59 26 57 19 32 19 472 

乳 処 理 業 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

乳 製 品 製 造 業 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

集 乳 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

魚 介 類 販 売 業 101 68 49 47 41 15 15 10 346 

魚介類競り売り業 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

魚肉練り製品製造業 3 4 2 2 3 0 1 1 16 

食品の冷凍冷蔵業 15 7 3 0 8 0 2 0 35 

缶詰びん詰食品製造業 3 35 4 0 7 0 1 0 50 

喫 茶 店 90 98 103 60 34 15 36 16 452 

あ ん 類 製 造 業 3 1 0 0 2 0 0 0 6 

アイスクリ－ム類製造業  1 4 1 2 0 0 0 1 9 

乳 類 販 売 業 136 132 102 88 70 30 41 1 600 

食 肉 処 理 業 2 6 1 0 2 0 2 0 13 

食 肉 販 売 業 89 98 65 51 43 16 20 1 383 

食 肉 製 品 製 造 業 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

食 用 油 脂 製 造 業 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

マーガリン製造業 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

み そ 製 造 業 7 11 6 3 4 2 0 0 33 

醤 油 製 造 業 5 2 4 3 1 0 1 0 16 

ソ － ス 類 製 造 業 0 0 1 1 3 0 1 0 6 

酒 類 製 造 業 1 7 1 2 5 0 0 0 16 

豆 腐 製 造 業 2 13 3 3 5 0 2 0 28 

納 豆 製 造 業 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

め ん 類 製 造 業 2 3 3 1 0 1 3 0 13 

そ う ざ い 製 造 業 41 103 27 7 44 10 11 0 243 

添 加 物 製 造 業 4 0 1 1 0 0 0 0 6 

清涼飲料水製造業 0 10 6 0 3 0 0 0 19 

氷 雪 製 造 業 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

氷 雪 販 売 業 2 1 1 1 2 0 0 0 7 

計 1,164 1,518 822 643 566 187 298 182 5,380 

  ※特殊形態営業：移動営業、仮設営業（営業区域：福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市を除く県内全域） 
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イ 福岡県食品取扱条例に基づくもの          （平成２５年３月３１日現在） 

業    種 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 大木町 広川町 特殊※ 合 計 

ところてん製造業 0 3 0 0 1 0 0 0 4 

お き う と 製 造 業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

食 品 販 売 業 179 208 97 96 100 27 37 24 768 

魚 介 類 行 商 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

計 179 211 97 96 101 27 37 40 788 

  ※特殊形態営業：食品販売（移動）、魚介類行商（営業区域：福岡市、北九州市、大牟田市、久留米市を除く県内全域） 

 

（３）食品衛生広域専門監視班監視対象施設数                （平成２５年３月３１日現在） 

業 種 ・ 種 類 北筑後管内 南筑後管内 合 計 

特 
 
 
 
 
 

定 
 
 
 
 

業 
 
 
   

種 

乳 処 理 業 １  ３  ４  

特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業 ０  ０  ０  

乳 製 品 製 造 業 ５  ３  ８  

魚 肉 練 り 製 品 製 造 業 ７  １５  ２２  

缶 詰 ・ 瓶 詰 食 品 製 造 業 ６  ４９  ５５  

あ ん 類 製 造 業 １  ６  ７  

ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業 ９  ８  １７  

食 肉 製 品 製 造 業 ６  ２  ８  

乳 酸 飲 料 製 造 業 ２  ０  ２  

食 用 油 脂 製 造 業 ５  ３  ８  

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又 は ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製 造 業 ０  １  １  

添 加 物 製 造 業 ２  ６  ８  

食 品 の 放 射 線 照 射 業 ０  ０  ０  

清 涼 飲 料 水 製 造 業 １７  １９  ３６  

飲食店営業（大量調理施設） ６  １１  １７  

菓子（パンを含む）製造業（卸） ２５  ３８  ６３  

食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業 １９  ３５  ５４  

食 肉 処 理 業 １７  １３  ３０  

み そ 製 造 業 ２１  ３４  ５５  

醤 油 製 造 業 １５  １６  ３１  

ソ ー ス 類 製 造 業 ２  ６  ８  

酒 類 製 造 業 １３  １６  ２９  

豆 腐 製 造 業 ２４  ２８  ５２  

納 豆 製 造 業 ３  ２  ５  

め ん 類 製 造 業 ２５  １３  ３８  

そ う ざ い 製 造 業 ７  ４６  ５３  

氷 雪 製 造 業 １  ２  ３  

流通

拠点 

・ 

特定

業種 

水産物市場（魚介類せり売り業） １  １  ２  

集 積 セ ン タ ー ２  ３  ５  

青 果 市 場 （ 総 合 市 場 含 む ） ５  ６  １１  

大 規 模 小 売 店 舗 ７  １２  １９  

食 品 製 造 業 １６９  ２４０  ４０９  

添加物の製造業（法定による規格がないもの） ０  ０  ０  

        合  計 ４２３  ６３７  １,０６０  
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＜生活衛生係＞ 
 

１ 獣疫業務  
 
「狂犬病予防法」に基づく狂犬病予防集団注射の実施や野犬の捕獲等を行うほかに「動物の愛

護及び管理に関する法律」に基づき、動物取扱業の監視指導や飼えなくなった犬ねこの引取り及

び負傷動物の収容業務を行っている。 

また福岡県動物愛護推進協議会南筑後支部を発足し、犬ねこの適正な飼い方や動物愛護に関す

る啓発指導等の動物愛護事業の充実を図っている。その事業の一環として、犬の飼い主を対象に

した犬のしつけ方教室、小学生を対象にした動物愛護教室を開催し広く啓発活動を行っている。 

 
 

（１） 畜犬登録及び狂犬病予防注射関係            

（平成２５年３月３１日現在） 

市 町 年度 登録頭数 

狂犬病予防注射 

集 団 個 人 保健所 済票交付 

柳 川 市 
２３ ４，２０７ １，２１２ ８３６ ２ ２，０４９ 

２４ ４，２３６ １，１８１ ８０３ ０ １，９８４ 

八 女 市 
２３ ３，７１７ ２，１６５ ５４３ ５ ２，７１１ 

２４ ３，７９５ ２，１２３ ６２３ １ ２，７４７ 

筑 後 市 
２３ ２，２２４ １，０３４ ３９８ １ １，４３３ 

２４ ２，２２１ ９９８ ３８６ ０ １，３８４ 

���] �w

 
２３
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（３）狂犬病予防及び動物愛護管理業務         

（平成２５年３月３１日現在）  

年度 捕獲犬 返還犬 引取犬 引取猫 
犬による 

事故（咬傷） 

２３ ２１０ ４６ １３４ ２１２ ５ 

２４ １９６ ６２ ８７ １１４ ５ 

 
 

（４）動物愛護教室実施状況    
 

年    月    日 市 町 名  実  施  校 対象学年 

平成24年 9月11日 筑 後 市  松原小学校 小学校1年生 

平成24年 9月20日 八 女 市 福島小学校 小学校1年生 

平成24年10月16日 みやま市 上庄小学校 小学校1年生 

平成24年10月23日 筑 後 市 西牟田小学校 小学校1年生 

平成24年10月30日 筑 後 市 筑後北小学校 小学校1年生 

平成24年11月 6日 大 川 市 三又小学校 小学校1年生 

平成24年11月13日 みやま市 開小学校 小学校1年生 

平成24年11月20日 八 女 市 立花小学校 小学校2年生 

平成24年11月29日 八 女 市 長峰小学校 小学校1年生 

 
 

（５） 動物取扱業登録数 

          （平成２５年３月３１日現在） 

  販 売 保 管 訓 練 展 示 施設実数 
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２ 環境衛生関係業務（水道） 
 
水道法に基づく届出の受理及び監視・指導や飲用井戸の衛生確保に関する指導啓発を行っ 

ている。 

なお、市域の専用水道、簡易専用水道、飲用井戸は、平成 25 年 4月 1 日から各市に権限 

委譲します。                 
 

 （平成２５年３月３１日現在） 

 専 用 水 道 簡易専用水道 

柳 川 市 ０ ４３     

八 女 市 ５ ２２     

筑 後 市 ０ ２９     

大 川 市 ０ ４９     

みやま市 １ ２２     

大 木 町 ０ ８     

広 川 町 ２ ５     

合   計 ８ １７８     

 
 
３ 環境衛生関係業務(営業等) 
 

旅館・公衆浴場・理容所・美容所・クリーニング業等の営業に係る施設、火葬場、特定  

建築物、ビル管理登録及び遊泳用プ－ルの許可及び届出の受理並びに監視指導業務  

を行っている。 

 

環境衛生関係施設数                         （平成２５年３月３１日現在） 

 
柳
川
市 

八
女
市 

筑
後
市 

大
川
市 

み
や
ま
市 

大
木
町 

広
川
町 

合
計 

興行場 ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ 

旅  

館 

旅 館 １３ １６ ８ ３ ７ ０ ０ ４７ 

ホ テ ル ５ ６ ３ １ ０ ０ ０ １５ 

簡 易 宿 所 ０ １８ ０ １ １ ０ １ ２１ 

公衆

浴場 

普 通 浴 場 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

その他の浴場 ６ １９ ６ ５ ５ ２ ２ ４５ 

理 容 所 ８２ １０１ ４７ ５０ ３６ １４ １４ ３４４ 

美 容 所 １３４ １４９ ９４ ７５ ７４ ２２ ３１ ５７９ 

クリ－ニング所（洗濯） １１ １２ ９ ２ １１ ２ ４ ５１ 

クリ－ニング所（取次） ７２ １３８ ７３ ５２ ４９ ７ ３３ ４２４ 

火  葬 場 ０ ５ ０ １ ２ １ ０ ９ 

特 定 建 築 物 ８ １１ ８ ６ ７ ３ ０ ４３ 

ビ ル 管 理 登 録 業 ２ ２ ３ ５ ２ ０ ０ １４ 

遊 泳 用 プ － ル ３ ４ ３ ２ ２ １ ０ １５ 

死 亡 獣 畜 取 扱 場 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

化 製 場 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 
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＜感染症係＞ 

１  結核対策 

  結核は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の中で２類感

染症に位置付けられ、健康診断、就業制限、応急入院勧告等が条文で定められている。 

管内における状況は、新登録患者数（罹患率：１０万対）、平成２３年５４名(１８．０）、平成２

４年４７名（１５．８）である。新登録患者に対する６５歳以上の患者の占める割合は７４．５％と

非常に高い。そのため高齢者に対し結核の早期発見のための啓発活動等は重要な課題である。また、

発見時すでに人に感染をさせる可能性が高い患者（喀痰塗抹陽性患者）も平成２４年

８名であり、蔓延防止のための啓発も重要な課題である。 

 

（１）年次別結核患者登録者数 

区分 年 
人口 結核登録者 新登録患者 

(各年10月1日） 登録者数 登録率 新登録患者数 罹患率 

全国 

22 128,056,026 55,573 43.4 23,261 18.2 

23 127,799,000 55,196 43.2 22,681 17.7 

24 127,515,000 52,959 41.5 19,782 15.5 

福岡県 

22 5,072,804 2,145 42.3 973 19.2 

23 5,080,308 2,237 44.0 938 18.5 

24 5,085,368 2,139 42.1 807 15.9 

管内 

22 301,774 115 38.1 52 17.2 

23 299,475 139 46.4 54 18.0 

24 296,832
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（２）結核健康診断実施状況 

管理健診については、医療機関からの定期病状報告を徹底する等、受診率の向上に努めてい

る。今後も受診率１００％を目指し、医療機関との連携を密に患者の病状を把握し、治癒につ

ながるよう確実な結核患者管理に努める。 

また、患者家族・接触者の健康診断は、定期健康診断と比較し患者の発見率が非常に高く、

患者の早期発見のために重要である。 

今後も接触者の十分な調査を行い、患者家族・接触者健診を確実に実施していく必要がある。    

 

区   分 
管 理 健 診 患 者 家 族 健 診 接 触 者 健 診 

H23 年度 H24 年度 H23 年度 H24 年度 H23 年度 H24 年度 

 対 象 者 数 ７５ １９７ １５３ １２２ ２０６ ２７６ 

受

診

機

関 

保 健 所 １１ ２７ １０９ １０８ １８７ ２２７ 

 委託医療機

関 
０ ０ ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ６０ １６６ ４４ １４ １９ ４９ 

計 ７１ １９３ １５３ １２２ ２０６ ２７６ 

受 診 率（％） ９４．６ ９８．０ １００ １００ １００ １００ 

※受診者数は延人数  

 

（３）結核健診の受診状況 

平成２４年管内において、新登録患者の１７名（３６．１％）は自覚症状を有しての医療機

関受診で発見されている。また、結核患者は高齢者に偏在しているため、結核患者の早期発見

のために、今後も管内市町と連携を図り、結核検診への受診勧奨を図る必要がある。 

    

  平成 23 年 平成 24 年 

  対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 

県全体 1,070,471 135,400 12.6 - - - 

県管轄 464,072 50,071 10.8 - - - 

管内 46,703 7,306 15.6 59,053 6,445 10.9 

柳川市 5,420 478 8.8 14,892 564 3.8 

八女市 7,516 1,786 23.8 7,420 1,730 23.3 

筑後市 3,302 525 15.9 9,716 551 5.7 

大川市 8,414 1,151 13.7 7,903 1,120 14.2 

みやま市 12,983 2,214 17.1 11,288 1,279 11.3 

大木町 3,233 669 20.7 3,234 690 21.3 

広川町 5,835 483 8.3 4,600 511 11.1 

 

※対象者数は「福岡県の結核２０１１」、「福岡県の結核２０１２」による。 
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（４）結核医療  

感染症の診査に関する協議会・結核専門部会            （平成２４年度）  

種   別 
法１８条 

（就業制限） 

法２０条 

（入院勧告） 

法３７条の２ 

（結核患者の医療） 

諮問件数 ２４ ５１  ８３ 

結

果 

承 認 ２４ ５１  ８０ 

不承認  ０  ０   ０ 

保 留  ０  ０   ０ 

※毎月２回開催 

 

（５）結核患者訪問事業 

    結核患者の発生届を受理した場合は、速やかに訪問指導を行い、患者の治療終了を見届け治

療中断者及び多剤耐性結核患者を出さないという取り組みに努めている。 

平成１７年１０月から実施しているＤＯＴＳ事業（直接服薬確認療法）も継続して実施して

いる。 

 訪問指導件数           （平成２４年度） 

区 分 実人数 延人数 

患者・家族等訪問件数 １０３   ３００  

（再掲）ＤＯＴＳ ５７   １７１  

 

（６）結核予防事業 

   平成２４年度は入所施設等の職員を対象とした感染症対策研修会の中で、結核対策について

説明し、結核の早期発見のための啓発に取り組んだ。  

 

２ 感染症対策 

（１）感染症予防対策 

管内における平成２４年度の感染症の発生状況は、下記のとおりである。 

平成２４年度は、腸管出血性大腸菌感染症が４件発生し、患者及び家族等に対し健康調査、

疫学調査及び二次感染予防の指導を実施した。 

また、ノロウイルスによる感染性胃腸炎の集団発生が１件発生し、標準予防策による、消

毒、手洗い等感染拡大防止について指導・助言等を行った。感染症発生予防については、機

会あるごとにパンフレット等を配布するなどして啓発を行っている。 

  

感染症発生状況                       （平成２４年度） 

類 型 疾   病   名 件 数 

二 類 結核    ５４ 

三 類 腸管出血性大腸菌感染症 ４     

四 類 レジオネラ症 １ 

五 類 

梅毒 ３    

風しん ２     

C 型肝炎 １     

 破傷風 １ 

アメーバ赤痢 ２ 

計 ６８     

  

（２）インフルエンザ対策 
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ア インフルエンザ発生による学校・学年・学級閉鎖状況 

 （平成２５年１月１５日～５月２６日） 

 

 

イ 新型インフルエンザ対策 

保健医療圏ごとに「新型インフルエンザ対策地域連携会議」を開催すると共に、関係機関に対

し新型インフルエンザ対策に関する情報提供を行った。また、専用外来設置医療機関については、

連携を図りながら外来受け入れの実地訓練を行った。 

 平成２５年度は、国が改訂した行動計画（H25.6.7）や県が改訂予定の行動計画に基づき、早い

段階で関係機関と連携し管内の医療体制等の整備を図っていく。 

 

（３）感染症予防啓発・健康教育                 （平成２４年度） 

月 日 対    象 内   容 参加人数 

H24. 6.27 

    6.28 

上級救命講習受講者 

（筑後市消防本部主催の講習会） 
感染防止の意義及び必要性 ５２ 

H24. 7. 4 
南筑後保健福祉環境事務所職

員 

「保健師現任教育」 

防護服の着脱訓練 
２０ 

H24. 7.11 
県立大川樟風高校（定時制） 

学生・教諭 
性感染症予防 ５７ 

H24. 9.26 高齢者施設職員 感染症対策研修会 ６０ 

H24.11.16 八女筑後看護専門学校学生 感染症について ４２ 

H25. 1. 9 
南筑後保健福祉環境事務所職

員 

「保健師現任教育」 

感染症発生時の対応について 
１７ 

H25. 3. 5 

   3. 7 
管内医療機関職員 感染症発生時の対応について ３３３ 

 

9 月 26 日実施の「感染症対策研修会」は、感染性胃腸炎等の発生予防と感染拡大防止を目的と

し、講話と嘔吐物処理等の演習を行った。参加者の関心も高く、好評であった。 

 

（４）感染症訪問指導 

感染症患者発生時は、発生届を受け、迅速に個別の家庭訪問等を行い、疫学調査や接触者等

に対する二次感染防止のための手洗い等の指導を実施している。 

 

       訪問指導件数          （平成２４年度） 

 

 

 

 

 

 

（５）特定感染症対策 

閉鎖状況 幼稚園 小学校 中学校 高校 特別支援学校 

学 校 閉 鎖 ０  ０ ０ ０ １ 

学 年 閉 鎖 ２  ６ １ ０ １ 

学 級 閉 鎖 １  ６ ６ ０ １ 

計 ３ １２ ７ ０ ３ 

実 人 数 延 人 数 

７３ １０８ 
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最近のＨＩＶ感染について報告をみると、全国的にも患者・感染者数は増加しており、感染

の拡がりが懸念されている。 

福岡県では、平成２４年に報告のあった感染者は４３名、患者数は１７名、合計６０名で、

過去最高の報告数となっている。累計は、感染者数は３４０名、患者数は１６７名、合計５０

７名となっている。 

感染経路別では、性的接触によるものが殆どで、年齢別では２０代から３０代を中心とした

年齢層で多く報告されている。また、診断時には既にエイズを発症している事例が約３割を占

めていることから、平成１８年度より、国においてＨＩＶ検査普及週間が創設され、検査・相

談体制の充実が図られているところである。 

当所においては、下記の内容で予防普及啓発に取り組んだ。なお、平成２３年度からは、電

話予約制を導入しているところである。 

 

ア 検査相談事業 

定例の相談日：本庁舎(毎週火曜日  ９:００～１０:００) 

分庁舎(毎週月曜日１４:００～１５:００) ＊予約制 

特定感染症相談・検査件数 

年度 平成２３年度 平成２４年度 

相談件数 ４００ １７４ 

検査件数 

HIV ９３ ６２ 

梅毒 ９３ ６０ 

クラミジア ９３ ６１ 

 

 

イ 時間延長相談日 

 「HIV 検査普及週間」 

 本庁舎：平成２４年６月１９日、２６日（火）    ９：００～１９：００ 

 分庁舎：平成２４年６月１８日（月）       １０：００～１６：００ 

「世界エイズデー」 

本庁舎：平成２４年１２月２日、 ９日（日） １３：００～１６：００ 

          １２月４日、１１日（火）  ９：００～１６：００                

分庁舎：平成２４年１２月３日、１０日（月）  １４：００～１６：００ 

 

ウ 普及啓発事業 

（ア）ポスター・チラシ・啓発グッズの配布 

学校、公共施設、駅、コンビニエンスストアーにポスター、チラシの掲示を行う。 

 

（イ）性感染症健康教育の実施 

                                （平成２４年度） 

実施日 対      象 参加人数 

H24. 7.11 県立大川樟風高校（定時制）学生、教諭 ５７ 

 

 

 

 

 

（６）肝炎相談・検査事業 

肝炎相談・検査事業は、感染の早期発見に努めることにより、慢性肝炎、肝硬変、肝がんな
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どの発生を予防することを目的として、平成１３年６月から有料で開始した。       

平成１８年９月からは、無料検査となり、平成１９年１１月からは、C 型肝炎検査に加えて

B 型肝炎検査も無料で実施している。 

定例の相談日は、本庁舎において毎週火曜日、９：００～１０：００、また、分庁舎におい

て毎週月曜日、１４：００～１５：００に、特定感染症相談とあわせて実施している。 

 

    Ｃ型肝炎・Ｂ型肝炎相談・検査件数 

年 度 平成２３年度 平成２４年度 

相談件数 ２０７ ６６ 

Ｃ型肝炎検査 ２４ ２４ 

Ｂ型肝炎検査 ２４ ２３ 

 

  

（７）予防接種 

 平成２２年１１月２６日より、子宮頸がん等ワクチン接種緊急事業が開始されたが、管内

市町では、平成２３年１月からの実施となっており、平成２５年３月３１日まで行われる予 

定である。 

接種ワクチン名 接 種 対 象 者 

子宮頸がん予防ワクチン（HPV） 小学６年～高校 1 年生相当の女子 

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）ワク

チン 
２ヶ月以上 ６０月に至る 

小児用肺炎球菌ワクチン ２ヶ月以上 ６０月に至る 

 

「子宮頸がん等ワクチン接種緊急事業」は平成２４年度で終了し、平成２５年度からは 

定期接種化となる。また、MRワクチンについても、中学１年生（３期）、高校３年生 

相当の年齢の者（４期）に定期接種を行っていたが平成 20年から 5年間の特例措置で 

あったため、3期4期については、平成24年度末で終了。   

 


